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定 期 監 査 の 結 果 に つ い て (令 和 ４ 年 度 第 ３ 次 )  

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 期 監 査 を 行 っ た

の で 、同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  定 期 監 査  

２  監 査 の 対 象 部 局 等  会 計 課 、 防 災 危 機 管 理 室 、 市 民 協 働 部 、 都 市 整 備

部 、 消 防 本 部 ・ 消 防 団 、 教 育 委 員 会  

 

３  監 査 の 実 施 期 間  

令 和 ５ 年 ２ 月 ９ 日 （ 木 ） か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 19 日 （ 水 ） ま で  

４  監 査 の 対 象 及 び 範 囲  

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 等   令 和 ４ 年 12 月 末 日 現 在  

公 印 ・ 物 品 等 の 管 理      検 査 日 現 在  

５  監 査 の 着 眼 点  

   監 査 の 対 象 と な っ た 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事

業 の 管 理 が 法 令 に 適 合 し 、正 確 に 行 わ れ 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果

を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ と 。 

６  監 査 の 方 法  

今 回 の 監 査 は 、主 に 令 和 ４ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 状

況 を 対 象 と し 、関 係 法 規 及 び 予 算 に 基 づ き 適 正 に 管 理 、執 行 さ れ て い

る か ど う か に つ い て 試 査 す る と と も に 、関 係 職 員 等 か ら の 説 明 を 受 け

実 施 し た 。  

７  監 査 の 結 果  

監 査 対 象 の 事 務 に つ い て は 、概 ね 適 正 に 執 行 さ れ て い た が 、そ の 一

部 に お い て 、次 の と お り 個 別 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、必 要 な 措 置

を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、そ の 通 知 を

求 め る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 19 9 条 第 14 項 ） 。  

 

【 監 査 項 目 】  

一 般 会 計  



 

 

（ 会 計 課 ）  

 [歳 出 ]  

１  役 務 費  

[公 印 ・ 物 品 ]  

２  公 印 ・ 物 品 の 管 理  

 

（ 防 災 危 機 管 理 室）  

 [歳 出 ]  

１  防 災 対 策 費  

（ １ ） 災 害 対 策 本 部 機 能 強 化 事 業 費  

 

（ 市 民 協 働 部 ）  

[歳 入 ]  

１  自 動 車 等 駐 車 場 納 入 金             （ 生 活 安 全 推 進 課 ） 

[歳 出 ]  

２  防 犯 灯 及 び 街 路 灯 設 置 費 補 助      （ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 課 ） 

３  文 化 芸 術 振 興 プ ラ ン 推 進 費             （ 生 涯 学 習 課 ） 

 （ １ ） 文 化 芸 術 振 興 事 業 費  

 （ ２ ） 市 民 文 化 の つ ど い 事 業 費  

（ ３ ） 文 化 連 合 会 運 営 費 補 助  

 （ ４ ） 青 少 年 芸 術 文 化 等 全 国 大 会 出 場 関 係 費  

 （ ５ ） 文 化 芸 術 が 生 み 出 す ま ち の 魅 力 ア ッ プ 事 業 費  

（ ６ ） 本 市 の 特 色 を 活 か し た 文 化 芸 術 事 業 費  

４  啓 発 事 業 費             （ 人 権 ・ 同 和 ・ 男 女 共 同 参 画 課 ） 

 （ １ ） 一 般 啓 発 事 業 費  

 （ ２ ） 人 権 フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業 費  

５  高 齢 者 運 転 免 許 証 自 主 返 納 支 援 事 業 費      （ 生 活 安 全 推 進 課 ） 

６  体 育 施 設 管 理 費                （ ス ポ ー ツ 推 進 室 ） 

 [公 印 ・ 物 品 ]  

７  公 印・物 品 の 管 理         （ 地 区 公 民 館 、生 活 安 全 推 進 課 ） 

 

（ 都 市 整 備 部 ）  

[歳 入 ]  



 

 

１  法 定 外 公 共 物 等 占 用 料 （ 滞 納 繰 越 分 を 含 む ）     （ 土 木 管 理 課 ）

２  市 営 住 宅 使 用 料 等                 （ 建 築 住 宅 課 ） 

 （ １ ） 公 営 住 宅 団 地 下 水 処 理 施 設 使 用 料 （ 滞 納 繰 越 分 を 含 む ）  

 [歳 出 ]  

３  土 木 総 務 費                    （ 都 市 総 務 課 ） 

４  都 市 計 画 総 務 費               （ 都 市 計 画・公 園 課 ） 

５  交 通 関 係 対 策 費           （ 国 県 道 路・地 域 交 通 対 策 課 ） 

[公 印 ・ 物 品 ]  

６  公 印・物 品 の 管 理    （ 都 市 総 務 課 、国 県 道 路・地 域 交 通 対 策 課 ） 

 

（ 消 防 本 部 ・ 消 防団 ）  

[歳 入 ]  

１  退 職 報 償 金 基 金 収 入                  （ 総 務 課 ） 

 [歳 出 ]  

２  消 防 団 管 理 費                     （ 総 務 課 ） 

 [公 印 ・ 物 品 ]  

３  物 品 の 管 理              （ 明 治・吉 野・勝 立 出 張 所 ） 

 

（ 教 育 委 員 会 ）  

 [歳 入 ]  

１  太 陽 光 発 電 売 電 収 入                  （ 学 務 課 ） 

[歳 出 ]  

２  施 設 管 理 委 託 料                  （ 教 育 総 務 課 ） 

（ １ ） 管 理 業 務 委 託 料  

３  災 害 共 済 給 付 費 負 担 金                 （ 学 務 課 ） 

[公 印 ・ 物 品 ]  

４  公 印 ・ 物 品 の 管 理        

（ 学 務 課 、中 友 小 学 校 、明 治 小 学 校 、橘 中 学 校 、甘 木 中 学 校 ） 

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一般 会計  

（ 市 民 協 働 部 ）  

１  体 育 施 設 管 理 費                 （ ス ポ ー ツ 推 進 室 ） 



 

 

体 育 施 設 指 定 管 理 及 び 延 命 プ ー ル 指 定 管 理 業 務 に お い て 、 以 下 の よ う

な 事 例 が 見 受 け ら れ た 。  

〈 体 育 施 設 〉  

・  月 例 報 告 書 に お い て 、 非 常 用 予 備 発 電 設 備 点 検 の 結 果 、 消 防 用 非

常 用 発 電 機 の 不 具 合 が 点 検 業 者 か ら 報 告 さ れ て い る が 、 修 繕 等 の 対

応 に つ い て の 報 告 が な く 、 所 管 課 か ら 対 応 に つ い て の 確 認 も な さ れ

て い な い 。  

〈 延 命 プ ー ル 〉  

・  基 本 協 定 第 7 条 に 「 各 年 度 の 開 場 日 前 に 、 管 理 業 務 の 実 施 に 必 要

な 資 格 者 及 び 人 材 を 確 保 し 、 必 要 な 研 修 等 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。 」 と さ れ て い る が 、 研 修 が 行 わ れ て い な い 。  

・  仕 様 書 4( 2)で 人 員 配 置 の 基 準 が 示 さ れ て い る が 、事 業 計 画 書 に 添

付 さ れ て い る「 職 員 名 簿 」は 白 紙 で 、開 場 日 前 ま で に 必 要 な 人 員（ プ

ー ル 衛 生 管 理 者 、 防 火 管 理 者 等 ） の 確 保 が で き て い た か の 確 認 が で

き な か っ た 。  

・  仕 様 書 4 (5)で「 延 命 プ ー ル 施 設 管 理 基 準 」が 示 さ れ 、水 質 検 査 結

果 、 施 設 点 検 結 果 は 全 て 記 録 し 、 大 牟 田 市 に 報 告 す る こ と と さ れ て

い る が 、 報 告 さ れ て い な い 。  

・  仕 様 書 1 5 に 定 め ら れ て い る 、 協 定 締 結 後 に 提 出 す べ き 「 安 全 管

理 マ ニ ュ ア ル 」 が 提 出 さ れ て い な い 。  

〈 共 通 〉  

・  仕 様 書 に は 「 自 己 評 価 の 実 施 」 が 定 め ら れ て お り 、 「 利 用 者 満 足

度 等 に つ い て 、 ア ン ケ ー ト 等 で 意 見 を 把 握 し 、 そ の 結 果 と 対 応 策 及

び 施 設 運 営 に 関 し て 自 己 評 価 を 行 い 、 月 例 報 告 書 と あ わ せ て 報 告 す

る こ と 」と さ れ て い る が 、 4 月 か ら 12 月 ま で の ア ン ケ ー ト 回 収 は 体

育 施 設 0 件 、 延 命 プ ー ル 6 件 で 、 ア ン ケ ー ト 回 収 が で き た 月 で も 自

己 評 価 は 実 施 さ れ て い な か っ た 。  

 

両 施 設 と も に 基 本 協 定 書 、 仕 様 書 等 に 沿 っ た 適 正 な 管 理 が 実 施 さ れ て

お ら ず 、 ま た 、 所 管 課 は 月 例 報 告 で そ の 事 実 が 確 認 で き た に も か か わ ら

ず 、 適 切 な 助 言 ・ 指 導 を 怠 っ て い た 。  

 

所 管 課 に お い て は 、 基 本 協 定 書 等 に 定 め た 管 理 業 務 が 適 正 か つ 確 実 に



 

 

実 施 さ れ て い る か に つ い て 、 報 告 書 や 現 地 確 認 等 に よ り 定 期 的 に 確 認 す

る と と も に 、 適 切 な 助 言 ・ 指 導 を 確 実 に 行 わ れ た い 。  

 

（ 教 育 委 員 会 ）  

１  災 害 共 済 給 付 負 担 金                   （ 学 務 課 ） 

  保 護 者 負 担 金 に お い て 、 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済

掛 金 の 徴 収 に 関 す る 規 則 で は 、要 保 護 者 及 び 要 保 護 者 に 準 ず る 程 度 に 困

窮 し て い る と 教 育 委 員 会 が 認 め る 者 に つ い て は 、共 済 掛 金（ 保 護 者 負 担

金 ） を 徴 収 し な い こ と が で き る と 規 定 し て い る 。  

し か し な が ら 、 特 別 支 援 学 校 の 小 ・ 中 学 生 は 、 教 育 委 員 会 が 認 め る 者

と し て の 根 拠 等 も な く 、 す べ て の 保 護 者 負 担 金 が 免 除 さ れ て い る 。  

  現 在 、 こ の よ う に 根 拠 の な い 免 除 を 行 っ て い る 状 況 に あ る こ と か ら 、

法 令 等 に 基 づ く 適 切 な 徴 収 事 務 と な る よ う 是 正 さ れ た い 。  

 


